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(54)【発明の名称】 医療処置補助装置

(57)【要約】
【課題】医療処置において、処置対象の位置が容易に把
握でき、医療処置を円滑に行うことができる医療処置補
助装置を提供する。
【解決手段】医療処置補助装置は、被検体の観察画像信
号を得るための観察部（２２）と少なくとも先端の位置
を検出するための第１の位置検出用手段（２３）とを備
えた第１の挿入部を有する内視鏡と、第２の挿入部を有
し、第２の挿入部の挿入位置の検出をするための第２の
位置検出用手段（２４）を備えた第１の挿入具と、第１
および第２の位置検出用手段からの位置情報に基づい
て、内視鏡の先端と第１の挿入部の位置関係を求める第
１の演算手段（２９）と、観察画像信号に基いて得られ
る内視鏡画像に、第１の演算手段の演算結果に基いて第
２の挿入部の挿入位置を画像として合成して表示出力す
る合成手段（３３）と備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】被検体の観察画像信号を得るための観察部
と少なくとも先端の位置を検出するための第１の位置検
出用手段とを備えた第１の挿入部を有する内視鏡と、
第２の挿入部を有し、該第２の挿入部の挿入位置の検出
をするための第２の位置検出用手段を備えた第１の挿入
具と、
前記第１および第２の位置検出用手段からの位置情報に
基づいて、前記内視鏡の先端と前記第２の挿入部の位置
関係を求める第１の演算手段と、
前記観察画像信号に基いて得られる内視鏡画像に、前記
第１の演算手段の演算結果に基いて前記第２の挿入部の
挿入位置を画像として合成して表示出力する合成手段
と、
を備えたことを特徴とする医療処置補助装置。
【請求項２】第３の挿入部を有し、該第３の挿入部の挿
入位置の検出をするための第３の位置検出用手段を備え
た第２の挿入具と、
前記第２および第３の位置検出用手段からの位置情報に
基づいて、前記第２の挿入部と前記第３の挿入部の位置
関係を求める第２の演算手段と、
を更に有し、
前記合成手段は、前記第２の演算手段の演算結果に基い
て、前記第２の挿入部の表示状態を変更する、
ことを特徴とする請求項１記載の医療処置補助装置。
【請求項３】エネルギー処置具を有する挿入部を有し、
該挿入部の挿入位置の検出をするための位置検出用手段
を備えた挿入具と、
予め設定された三次元データと、前記位置検出用手段か
らの位置情報に基いて、前記エネルギー処置具へのエネ
ルギー供給を制御する制御手段と有することを特徴とす
る医療処置補助装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医療処置補助装置
に関し、特に、被検体の画像データを基に医療処置を補
助する医療処置補助装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、手術用の医療器具の位置と、手術
前に撮像した被検体である患者の画像を、同一画面に表
示する技術として、特開平１１－３１８９３７号公報に
記載のものがある。これは、外科手術等を補助するため
のものであり、外科医等により操作される医療器具の動
きに応じて、予め記録された関連画像を表示するもので
ある。特に、特開平１１－３１８９３７号公報に記載の
装置は、位置を特定するための基準ユニットを患者に固
定することによって、患者が動いても医療器具の位置に
ずれを生じることなく、正確な医療器具の位置表示を可
能とすることを目的をしている。
【０００３】その装置は、その位置検出のために、多方
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向、例えば３次元方向に磁場等を発生するフィールド発
生器と、その磁場を検出するセンサを含む。そして、セ
ンサで検出された多方向の磁場データに基づいて所定の
演算処理を行なうことで、その装置は、医療器具の三次
元の座標位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を算出し、医療器具の正確
な位置表示を可能とする。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、その装置で
は、医者に対して、医療器具と被検者である患者との立
体的な位置関係を示すために、モニタ上に多方向からの
画像を表示する。具体的には、算出された医療器具の座
標位置に応じて、予め記録された患者の正面方向、横方
向および軸方向の画像データが、それぞれモニタ上に表
示される。ところが、外科医等の手術者が、このような
多方向からの画像データを見て、目的位置に対する医療
器具の位置を立体的に理解することは容易ではない。さ
らに言えば、手術における処置の可否は手術者の経験、
勘に委ねられている面が多く、手術者には熟練した技術
が要求されていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の課題
を解決するものであり、医療処置において、処置対象の
位置が容易に把握でき、医療処置を円滑に行うことがで
きる医療処置補助装置を提供することを目的とする。
【０００６】さらに、本発明の他の目的として、エネル
ギー処置具による医療処置を適切に行えるように制御す
る医療処置補助装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】そこで、本発明の医療処
置補助装置は、被検体の観察画像信号を得るための観察
部と少なくとも先端の位置を検出するための第１の位置
検出用手段とを備えた第１の挿入部を有する内視鏡と、
第２の挿入部を有し、第２の挿入部の挿入位置の検出を
するための第２の位置検出用手段を備えた第１の挿入具
と、第１および第２の位置検出用手段からの位置情報に
基づいて、内視鏡の先端と第２の挿入部の位置関係を求
める第１の演算手段と、観察画像信号に基いて得られる
内視鏡画像に、第１の演算手段の演算結果に基いて第２
の挿入部の挿入位置を画像として合成して表示出力する
合成手段とを備えている。
【０００８】さらに、本発明の医療処置補助装置は、エ
ネルギー処置具を有する挿入部を有し、挿入部の挿入位
置の検出をするための位置検出用手段を備えた挿入具
と、予め設定された三次元データと、位置検出用手段か
らの位置情報に基いて、エネルギー処置具へのエネルギ
ー供給を制御する制御手段と有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
【００１０】図１から図４は、本発明の第一の実施の形
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態を示す図である。
【００１１】図１は、本発明に係る医療処置補助装置を
用いて行われる手術の例を説明するための説明図であ
る。図２は、本発明に係る医療処置補助装置の一例を示
すブロック構成図である。図３及び図４は、上記の医療
処置補助装置のモニタに表示される画面表示例を示す図
である。
【００１２】まず図１に基づき、医療処置補助装置を用
いて行われる医療処置である手術の例を説明する。
【００１３】図１は、被検体である患者が子宮摘出手術
を受けている例を示す図である。子宮摘出手術では、周
辺臓器を傷つけないように、臓器の位置を確認しながら
切除作業を行なう必要がある。
【００１４】この手術では、先端部が体腔内に挿入され
る内視鏡２と、内視鏡２と同一の内腔に挿入される２本
の鉗子３、４と、尿管に挿入される先端が二股に形成さ
れているプローブ５が用いられる。
【００１５】手術者は、手術中、内視鏡２の観察部から
の手術部位の観察画像を見ながら、手術を行なう。内視
鏡２は、挿入部６の先端に固体撮像装置であるＣＣＤ
（Ｃｈａｒｇｅ  Ｃｏｕｐｌｅｄ  Ｄｅｖｉｃｅ）素子
が設けられ、挿入部６の先端の観察部からの画像を撮像
する。内視鏡２は、ケーブル９により内視鏡画像処理装
置７に接続され、内視鏡画像処理装置７は、モニタ装置
８に接続されている。内視鏡２の撮像装置からの観察画
像信号のデータと後述するプローブ画像データが、中央
処理装置（以下、ＣＰＵという）を有する内視鏡画像処
理装置７により処理されてモニタ装置８上に画像が表示
される。なお、内視鏡は、先端にＣＣＤ素子を設けない
ファイバースコープ形式のものでもよい。
【００１６】切除作業には、処置具として鋏鉗子が用い
られる。ここでは、二つの鉗子３、４が示されている。
【００１７】そして、内視鏡２、一つの鉗子３及びプロ
ーブ５には、それぞれの挿入部の先端位置もしくは挿入
部の形状を検出するための位置検出用センサ（図示せ
ず）がそれぞれに少なくとも１つ内蔵されている。な
お、鉗子４にも位置検出用センサを設けてもよいが、鉗
子３により切除作業を行なうので、鉗子３にのみ位置検
出用センサが設けられている。
【００１８】特に、プローブ５の挿入部１０、１１の位
置と形状をより正確に検出するには、その形状が把握で
きるように複数のセンサを、挿入部１０、１１の長さ方
向に沿って設けるのが好ましい。また、挿入部１０、１
１のそれぞれの先端部に一つの位置検出用センサしか設
けなくても、挿入時の先端部の軌跡から、尿管の形状で
あるプローブの挿入部の形状を特定することもできる。
【００１９】内視鏡２の位置検出用センサの出力信号
は、ケーブル１２を介して、ＣＰＵを含む演算装置１３
に接続されている。ブローブ５の位置検出用センサの出
力信号は、プローブ５の線により演算装置１３に接続さ
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れる。鉗子３の位置検出用センサの出力信号は、ケーブ
ル１４を介して、演算手段１３に接続されている。
【００２０】内視鏡２、鉗子３およびブローブ５の挿入
部１０、１１の各位置検出用センサの出力信号は、それ
ぞれの位置と互いの位置関係を算出する演算装置１３に
接続されている。さらに、演算装置１３は、ブローブ５
の挿入部１０、１１の各位置検出用センサの出力信号に
基づいて、挿入部１０、１１の形状を算出する。
【００２１】演算装置１３は、ケーブル１５により、内
視鏡２により撮像された画像データを処理する内視鏡画
像処理装置７に接続され、算出された位置および形状デ
ータを内視鏡画像処理装置７へ供給する。
【００２２】各位置検出用センサは、図示しない場所に
設けられた磁場発生器により発生された磁場を検出す
る。演算装置１３は、位置検出用センサで検出された多
方向の磁場信号に基づいて所定の演算処理を行なうこと
で、各位置検出用センサの３次元の座標位置（Ｘ，Ｙ，
Ｚ）を算出する。
【００２３】なお、各位置を検出する手段の一例とし
て、磁場を利用した例で説明するが、その他の手段を利
用してもよい。
【００２４】また、外部に磁場発生器等を設けるのでは
なく、例えば内視鏡、鉗子、プローブ等の先端部に磁場
発生器等を設け、外部に設けられた検出用コイル等のセ
ンサで磁場を検出して、各先端部の位置を算出するよう
にしてもよい。第二および第三の実施の形態においても
同様である。従って、位置を検出したい対象に、磁場検
出器を設けてもよいし、磁場発生器を設けてもよい。
【００２５】従って、以下、位置検出用センサあるいは
位置検出用のエネルギー発生器を、位置検出用手段と言
うが、以下の説明では、位置検出用センサの例で説明す
る。第二および第三の実施の形態においても同様であ
る。
【００２６】図２は、医療処置補助装置の構成例を示す
ブロック構成図である。
【００２７】２点鎖線で示した２１は、図１に示した演
算装置である。２２は、内視鏡の撮像装置の画像検出ユ
ニットである。２３は、内視鏡の先端部に設けられた位
置検出用センサである。２４は、プローブに設けられた
位置検出用センサであり、ここでは、一つのセンサしか
示していないが、上述したように形状をより正確に検出
するために複数設けてもよい。２５は、鉗子の先端部に
設けられた位置検出用のセンサである。なお、これらの
位置検出用センサの出力信号は、図示しないアナログデ
ジタル変化器によってデジタルデータに変換されて後述
する各演算部へ与えられる。
【００２８】演算装置２１には、先端位置演算部２６、
先端位置及び形状演算部２７、先端位置演算部２８、相
対位置演算部２９、相対位置演算部３０、そして表示形
式決定部３１が含まれる。先端位置演算部２６は、内視
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鏡の先端部に設けられた位置検出用センサ２３からの信
号を受けて先端位置を算出する。先端位置及び形状演算
部２７は、プローブに設けられた位置検出用センサ２４
からの信号を受けてプローブの先端位置の算出とプロー
ブの形状データを作成する。この形状データは、三次元
データである。先端位置演算部２８は、鉗子の先端部に
設けられた位置検出用のセンサ２５の信号を受けて先端
位置を算出する。
【００２９】相対位置演算部２９は、先端位置演算部２
６と先端位置及び形状演算部２７からの位置データと形
状データを受けて、内視鏡とプローブとの距離を算出す
る。相対位置演算部３０は、先端位置及び形状演算部２
７と先端位置演算部２８からの位置データと形状データ
を受けて、プローブと鉗子との距離を算出する。表示形
式決定部３１は、相対位置演算部３０からの距離データ
を受けて、算出されたプローブ１０、１１と鉗子３の相
対位置関係、すなわち距離に応じて、プローブ１０、１
１の形状の表示形式を決定する。
【００３０】各演算部において、位置を算出する方法
は、上述したように、図示しない場所に設けられた磁場
発生器により発生された磁場を、各位置検出用センサで
検出し、検出された多方向の磁場信号に基づいて所定の
演算処理を行なうことで、各位置検出用センサの三次元
の座標位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が算出される。
【００３１】なお、プローブの形状を算出するには、プ
ローブを傷を付けないようにしたい器官に挿入したとき
のプローブ先端位置の軌跡データと、予めストアしたプ
ローブの形態（太さ等）のデータに基づいて、座標補完
演算および合成演算をしてプローブの形状データを構築
することができる。あるいは、プローブの先端だけでな
く、その途中にも位置検出用センサを複数個も設け、座
標補完演算により形状を算出して、形状データを構築し
てもよい。
【００３２】相対位置演算部２９および相対位置演算部
３０は、各先端位置演算部の演算結果である先端の座標
位置データと、先端位置及び形状演算部２７からの位置
データと形状データを受けて、相対位置関係、すなわち
相互間の距離を演算して求める。距離は、三次元の座標
データに基づき演算される。
【００３３】表示形式決定部３１は、演算されたプロー
ブ５の挿入部１０、１１と鉗子３の相対位置関係の演算
結果に応じて、プローブ１０、１１の形状の表示形式を
決定する。相対位置演算部３０は、挿入部１０、１１の
形状データの中で、鉗子３に最も近い点の座標データを
用いて、距離を演算し、その距離データを表示形式決定
部３１へ供給する。また、表示形式とは、例えば、実
線、点線等の線種、線の色、太さ等をいい、後述するよ
うに算出された相対位置関係によって、表示用モニタ８
に表示されるプローブをどのように表示するかを決定す
るものである。表示形式決定部３１には、表示形式を変
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更するか否かを決定するための、距離の閾値が予め設定
されている。そして、相対位置演算部３０からの距離デ
ータとその閾値を比較し、その比較結果に基づいて表示
形式データを出力する。
【００３４】３２は、図１における内視鏡画像処理装置
である。内視鏡画像処理装置３２は、画像合成部３３と
プローブ形状処理部３４を含む。画像合成部３３は、内
視鏡からの画像データに相対位置演算部２９からのプロ
ーブの形状データを、モニタ上で重畳させた合成画像を
生成するための演算処理部である。画面合成部３３は、
相対位置演算部２９で演算された撮像装置であるＣＣＤ
カメラのある内視鏡の先端部の位置データと、プローブ
の形状データとに基づいて、ＣＣＤカメラの画像データ
におけるプローブの存在する位置を算出し、ＣＣＤカメ
ラの画像に、その算出されたデータ中の位置に形状デー
タに基づくプローブ像を重畳して合成する。画像合成部
３３で生成された画像データは、内視鏡の画像データ
と、生成されたプローブの画像データを含み、プローブ
形状処理部３４へ供給される。
【００３５】画像合成部３３では、三次元データである
プローブ形状を、内視鏡画像平面（二次元）上に投影し
た位置に表示する。そのため、画像合成部３３では、内
視鏡先端部に位置検出用センサを複数設け、内視鏡画像
の視点位置と、方向すなわち視線方向からの内視鏡画像
平面を仮定する。そして、その仮定した画像平面上に、
プローブ形状を投影することによって、画像合成を行
う。なお、内視鏡の先端部に設けた位置検出用センサが
一つであっても、予め内視鏡の挿入方向と位置が決めら
れていれば、画像合成をすることはできる。
【００３６】プローブ形状処理部３４は、表示形式決定
部３１で決定された表示形式データに基づいて、画像合
成部３３からのプローブの画像データを処理し、内視鏡
の画像データと合成して、モニタへの表示データを出力
する。
【００３７】次に、手術を行う際の画像の表示例で、上
記医療処理補助装置の動作を説明する。 図３及び図４
は、上記の医療処置補助装置のモニタに表示される画面
表示例を示す図である。
【００３８】図３は、モニタ８の画面４１上の内視鏡画
像４２は、子宮摘出手術の際、尿管に挿入されたプロー
ブ１０、１１の形状が点線４３、４４で表示されてい
る。４５と４６は、鉗子である。４７は、子宮であり、
４８と４９は卵巣である。
【００３９】手術者は、モニタ８の画面４１に映し出さ
れる内視鏡画像４２上の、手術の対象である子宮４７
と、手術者が操作する鉗子４５、４６を見ながら手術を
行う。手術者は、手術対象以外の尿管を傷つけたり、誤
って切断しないように注意しなければならない。画像４
２には、演算装置２１で演算され、内視鏡画像処理装置
３２で算出されたプローブ形状画像が点線４３、４４で
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7
表示される。
【００４０】このように、プローブ１０、１１の形状
が、内視鏡画像に重畳して表示されるので、尿管の位置
を改めて確認する必要がない。従って、手術もスムーズ
に行われる。
【００４１】次に、図４は、図３の状態から手術者が鉗
子４６を動かした結果、変化した画像を示すものであ
る。鉗子４６が動かされて、位置検出センサが設けられ
た鉗子４６がプローブの挿入された尿管４４に予め設定
された距離以上接近すると、上述した表示形式決定部３
１が表示形式を変更する。その結果、プローブ形状処理
部３４で、画像合成部３３で生成された画像の内、プロ
ーブが挿入された尿管４４の形状を点線表示から実線表
示に変更された。例えば、表示形式決定部３１では、切
除等の処理を行なう鉗子４６の先端から傷を付けたくな
い尿管４４までの距離が、５ｍｍ［ミリメートル］以内
に接近したら、表示形式を実線に変更するように予め設
定しておく。すると、相対位置演算部３０で距離が演算
されて、鉗子とプローブの距離が、その設定された５
［ｍｍ］以内になると、表示形式決定部３１は、尿管４
４の表示を、それまで図３に示すように点線で表示され
ていたのを、図４に示すように実線に変更するような表
示形式データを出力する。
【００４２】よって、手術者は、鉗子４６が尿管に近い
ことがわかり、注意して鉗子４６を扱わなければならな
いことがわかる。また、鉗子４６が予め定めた距離以上
離れると、尿管の形状は、実線から点線に変更される。
【００４３】このように、位置検出用手段を用いて求め
た位置情報に基づいて、プローブが挿入された手術対象
の器官と、手術器具である鉗子との距離を求め、その距
離データに応じて、画面上の表示が変更されるので、手
術者は、手術器具が注意すべき距離にあるのか否かが極
めて容易に把握できる。
【００４４】なお、以上の例では、表示形式を相対関係
に応じて線種を変更するものであるが、これに限られる
ものではなく、相対関係に応じて、線の色もしくは太さ
を変更させても良い。
【００４５】また、他の変形例として、画像上の表示は
なく、相対関係に応じて別途設けたスピーカー（図示せ
ず）からの音を変化（音程の高低、音量の大小等）させ
て、視聴覚的に、手術者に通知、告知、注意喚起をする
ようにしても良い。
【００４６】以上のように、単なる内視鏡画像には表れ
ない、腹膜に隠れている臓器等の位置が内視鏡画像と合
成されて表示され、さらに接近したことも容易に確認で
きるため、従来のように他の臓器等を損傷させないよう
改めてその位置を確認する必要がなく、手術者は、手術
を短時間で円滑に行うことができる。
【００４７】さらに言えば、対象臓器等と手術器具の位
置関係が３次元的に捉えられるため、相互の位置関係が
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より正確に認識され得るので、手術者は、一層手術を円
滑に行うことができる。
【００４８】次に第二の実施の形態について説明する。
【００４９】第二の実施の形態は、内視鏡と経膣プロー
ブを用いて、被検体の子宮を経膣的に摘出する場合に、
本発明に係る医療処置補助装置を適用した場合の例であ
る。図５と図６により、第二の実施の形態を説明する。
【００５０】図５は、本発明に係る医療処置補助装置を
用いて行われる子宮摘出手術の例を説明するための説明
図である。図５において、５１は内視鏡の挿入部であ
る。５２と５３は鉗子である。５４は手術器具である経
膣プローブである。５５は子宮で、５６は膣で、５７は
膣断端である。手術者は、内視鏡５１の先端の観察部に
設けられた撮像装置による画像を、図１に示すモニタ８
で見ながら手術を行なう。
【００５１】第一の実施の形態との相違は、図２におけ
るセンサ２４が、経膣プローブ５４の先端部に設けら
れ、かつその経膣プローブ５４の断端部に円周上に複数
の位置検出センサが設けられている点である。そして、
位置演算及び形状演算部２７において、複数の位置検出
用センサからの信号に基づいて、経膣プローブ５４の断
端の位置と形状を演算して求める点が異なる。その他の
点は同じであり、内視鏡の位置と、鉗子の位置の算出さ
れて、相対位置関係から所定の距離以上に接近すると、
表示形式が変更される。ここでは、表示形式が変更され
るのは、経膣プローブの断端形状の表示形式である。な
お、第一の実施の形態と同様に、視聴覚的に、手術者に
通知、告知、注意喚起をするようにしてもよい。
【００５２】図６は、モニタ８に表示された内視鏡画像
である。
【００５３】モニタ８の画面６１上の内視鏡画像６２に
は、子宮摘出手術の際、膣断端に当てられた経膣プロー
ブ５４の断端の形状が点線６３で重畳表示されている。
６４と６５は、鉗子である。６６は、子宮であり、６７
と６８は卵巣である。
【００５４】手術者は、手術中、モニタ８の画面６１に
映し出される内視鏡画像６２上の、手術の対象である子
宮６６と、手術者が操作する鉗子６４、６５を見ながら
手術を行う。子宮を経膣的に摘出する際には、内視鏡画
像上に表示される経膣プローブ５４の断端像に沿って、
円状切開を行い子宮が摘出される。このとき、手術者
は、内視鏡ではみることができない経膣プローブ５４の
断端像が、演算装置２１で断端プローブ５４の位置と形
状が演算され、内視鏡画像処理装置３２で合成されたプ
ローブ形状画像が点線６３で表示される。従って、手術
者は、腹腔側から膣断端の位置と形状を特定することが
できる。
【００５５】演算装置２１において、位置演算及び形状
演算部２７は、図２におけるセンサ２４の出力データに
基づいて、経膣プローブ５４の断端の位置と形状を演算
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9
して求める。さらに、相対位置演算部３０によって、鉗
子６４、６５と断端プローブ５４の距離が演算され、表
示形式決定部３１において、その距離が予め設定された
所定の値よりも小さいときは、膣断端の表示形式を点線
から実線にする等して表示形式を変更する。よって、鉗
子から膣断端部までの距離が、所定の距離以内になる
と、表示形式が変更されるので、手術者は、膣断端と鉗
子との位置関係が把握でき、手術を容易に行うことがで
きる。
【００５６】従って、子宮を摘出するための膣断端部の
切開部を容易に特定できるため、手術が円滑かつ短時間
で行なうことができる。
【００５７】以上のように、位置検出用手段を用いて求
めた位置情報に基いて、単なる内視鏡画像には表れない
器具の位置と形状が内視鏡画像と合成されて表示され、
さらに接近したことも容易に確認できるため、従来のよ
うに改めてその器具の位置を確認する必要がなく、手術
者は、手術を短時間で円滑に行うことができる。
【００５８】次に、第三の実施の形態について説明す
る。
【００５９】図７を用いて、第三の実施の形態を説明す
る。ここでは、被検体の患者体内の組織を剥離あるいは
切除する手術の例である。
【００６０】図７は、本発明に係る医療処置補助装置を
用いて行われる手術の例を説明するための説明図であ
る。図７において、７１は、本発明に係る医療処置補助
装置である。７２は、患者体内に挿入される内視鏡であ
り、その挿入部７３の先端には位置検出用センサが設け
られている。７４は、切除を行なう処置具としての鉗子
であり、その先端にも同様に位置検出用センサが設けら
れている。さらに、この鉗子の先端には、エネルギー処
置具が設けられ、エネルギー供給源である電源部７５か
らエネルギー供給ケーブル７６により電気エネルギーが
供給される。鉗子７４を患者体内に挿入することによっ
て、患者体内の組織の剥離、切除が行なわれる。７７
は、電源部７５に接続されて電気エネルギーの出力の要
否を設定するためのスイッチである。このスイッチ７７
は、手術者によってオン、オフされる。
【００６１】７８は、演算装置である。演算装置７８に
は、手術前に事前に患者の手術部位である病変部の三次
元画像データがストアされている。三次元画像データと
しては、超音波、磁気共鳴、ＣＴ等の断層撮影技術を用
いて得られる三次元画像データである。
【００６２】また、演算装置７８は、鉗子７４の先端に
設けられた位置検出用センサの出力信号が信号線７９を
介して入力されて、鉗子７４の先端部の位置を演算す
る。さらに、演算装置７８は、さらに、電源部７５へ電
気エネルギーの出力を制御する制御信号を、信号線８０
を介して供給する。８１は、内視鏡表示装置であり、内
視鏡７２からの画像信号を信号線８２を介して受け、モ
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ニタ装置８３の画面上に画像を表示する。
【００６３】次に、患者体内の組織の剥離、切除が行な
われる際、本発明の医療処置補助装置がどのように利用
されるかを、乳腺部分の切除の例で説明する。
【００６４】早期ガンの発見により、乳腺部分の切除が
行われる場合、いわゆるサージカルマージンに相当する
部分を含めて切除が行なわれる。一般に、悪性腫瘍を切
除する際、取り残しがないように、悪性部分の周りの正
常部分まで余裕をもって切除が行なわれる。サージカル
マージンは、このような余裕範囲を指す。従来、このサ
ージカルマージンの境界部分に、色素を注入してマーキ
ングし、手術者は、そのマーキングに沿って切除を行な
っていた。しかし、色素の拡散等により、サージカルマ
ージンに沿ってきれいに切除が行なわれない場合があっ
た。そこで、本実施の形態では、サージカルマージンに
沿って切除が適切に行なえる方法を説明する。
【００６５】上述したように、演算装置７８には、手術
前に例えばＣＴスキャナで撮影された、患者の病変部の
三次元画像データがストアされている。
【００６６】三次元画像データは、演算装置７８に記憶
され、病変部の位置の算出と三次元モデルが構築され
る。具体的には、病変部の位置の三次元データ（Ｘ，
Ｙ，Ｚ）の算出と、その算出データに基づいて三次元モ
デルが求められる。この構築された三次元モデルにサー
ジカルマージンを加えた切除範囲の三次元モデルが、さ
らに構築される。
【００６７】図８は、サージカルマージンと切除の関係
を説明するための説明図である。図８は、病変部９１の
切除の際に、図においてＹＺ平面においては、病変部９
１からＤ［ｍｍ］の余裕を持って、Ｘ方向には、上下に
Ｌ［ｍｍ］の余裕を持ってサージカルマージンとして切
除する場合を示す。よって、点線９２で示した範囲が、
サージカルマージンである。鉗子の先端のエネルギー処
置部９３は、サージカルマージンの内側で切除してしま
うと、適切な切除がされないことになる。
【００６８】図９と図１０は、処置具とサージカルマー
ジンの位置関係を説明するための説明図である。
【００６９】図９は、処置具９３が、サージカルマージ
ンの範囲の外側にある場合を示す。図１０は、処置具９
３が、サージカルマージンの範囲の内側に入った場合を
示す。手術者は、モニタ装置８３の画像を見ながら、処
置具９３により、切除手術を行なうが、図９の状態で、
処置具のスイッチを入れると、サージカルマージンを含
めて切除をすることができる。しかし、図１０の状態
で、処置具のスイッチを入れて切除しようとすると、サ
ージカルマージンの範囲内で切除されるため、予定して
いたサージカルマージンを含めた範囲を完全に切除でき
ないことになってしまう。
【００７０】そこで、演算装置７８において、手術具へ
のエネルギー出力の制御処理を行なう。図１１は、その
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エネルギー出力制御の処理の流れを示すフローチャート
である。
【００７１】まず、ステップ（以下、Ｓと略す。）１０
１において、手術者により手術具９３へのエネルギー出
力をすべき旨の指示があるかどうかを、スイッチ（Ｓ
Ｗ）７７の状態により判定する。Ｓ１０１でＮＯであれ
ば、スイッチ７７はオフ状態なので、何もしない。スイ
ッチ７７が手術者によりオンされると、Ｓ１０１でＹＥ
Ｓとなり、次に、手術具９３がサージカルマージン内に
あるかどうかを判定する（Ｓ１０２）。サージカルマー
ジン内に手術具があれば、Ｓ１０２でＹＥＳとなって、
エネルギー出力を停止する（Ｓ１０３）。Ｓ１０２でＮ
Ｏの場合は、サージカルマージン内にないので手術者の
指示に従って、エネルギー出力を出す（Ｓ１０４）。
【００７２】以上のように、演算装置７８は、エネルギ
ー処置具９３の先端位置と、予めストアされた画像デー
タに基づいて構築された３次元モデルデータとから、切
除してはいけない範囲では切除手術をしようとしても、
エネルギーが出力されない。
【００７３】なお、以上の説明では、処置具のスイッチ
のオン状態になったとき、切除範囲内か否かの判断の下
で、エネルギーの出力制御を行なうものであったが、処
置具の先端位置が切除範囲内（図１０）と切除範囲外
（図９）である場合は出力ＳＷ２５の状態に関わらずエ
ネルギーの出力を停止し、サージカルマージンの境界付
近でのみ、エネルギーを処置具へ供給するようにしても
よい。
【００７４】従って、手術者が、内視鏡の観察部からの
画像をみながら手術を行う際、処置具が切除範囲に到達
したことを確実に術者が認識することによって、サージ
カルマージンが確保され、取り残しを確実に避けること
ができる。
【００７５】また、図７において、演算装置７８から内
視鏡画像処理装置８１へ三次元位置データを信号線８３
により供給し、モニタ８１上にサージカルマージンと処
置具の位置関係がわかるような表示を合わせて行うよう
にしてもよい。
【００７６】例えば、図１２は、医療処置補助装置のモ
ニタに表示される画面表示例を示す。図１２に示すよう
に、モニタ装置８３の画面１１１上に映し出される内視
鏡画像１１２には、鉗子１１３の画像が表示される。ま
た、画面１１１の右側上下には、小さな表示画像１１
４、１１５が表れている。その表示画像１１４と１１５
には、演算装置７８からの、病変部、サージカルマージ
ンおよび鉗子の位置関係が表示されている。右上の画像
には、水平方向（上述の例では、Ｚ軸方向）からみたと
きの、これら３つの位置関係が示されている。１１８は
病変部、１２０はサージカルマージン、そして１１６は
鉗子の位置を示している。右下の画像には、垂直方向
（上述の例では、Ｘ軸方向）からみたときの、これら３
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つの位置関係が示されている。１１９は病変部、１２１
はサージカルマージン、そして１１７は鉗子の位置を示
している。
【００７７】なお、１１４，１１５の表示画面に、単に
鉗子とサージカルマージンまでの距離を合わせてあるい
は単独で表示するようにしてもよい。さらに、距離に応
じて、表示画面の特定箇所の色を変更したり、音の高低
や音量を変化させるなど、視聴覚的な出力して、手術者
に通知、告知、注意喚起をするようにしてもよい。
【００７８】従って、手術者は、内視鏡画像１１２と、
位置検出用手段によって求められた位置情報に基いて、
サージカルマージンおよび病変部の位置と、処置具との
位置関係をこれらの２つの表示画像を見て確認しなが
ら、切除作業をすることができ、手術をスムーズに行う
ことができる。
【００７９】次に、第四の実施の形態につき説明する。
【００８０】第四の実施の形態は、一部が欠損した骨の
欠損部を、人口骨で補充するための人口骨の加工に関す
るものである。
【００８１】従来、患者の骨が一部欠損した場合、その
欠損部に人口骨を補充することが行なわれている。補充
する人口骨は、欠損部の形状に応じた加工がされるが、
その加工には精度が要求されるため、手で加工してい
た。しかし、このような方法では、精度を高めるために
は長い加工時間が必要であった。
【００８２】そこで、図１３に示すように、欠損部の骨
の加工処理の大まかな処置の流れを示すフローチャート
である。図１３に示すように、例えばＣＴスキャナのよ
うな画像診断装置１３１の断層撮影機能で得られた患者
の骨の欠損部に関する画像データに基づき、画像処理装
置１３２は、３次元モデルデータの構築と、欠損部に補
充する人工骨の形状決定をする。決定された形状データ
は画像処理装置１３２から加工装置１３３に転送され
る。その画像処理装置１３２からの欠損部の形状データ
に基づいて、例えばマシニングセンタのような加工装置
１３３は、人口骨の製造、すなわち加工を行う。
【００８３】すなわち、画像診断装置で得られた患者の
データを基に、画像処理手段１３２で骨の欠損部近傍の
三次元データを構築する。さらに画像処理装置１３２
で、この構築された三次元データに基づいて、欠損部に
補充する人工骨の形状データを構築する。構築された人
工骨の形状データに基づいて人工骨の製造が行われる。
【００８４】図１４は、その欠損した骨について、欠損
部に対応した人口骨の加工を説明するための説明図であ
る。図１４の（Ａ）において、１４１は、もともとの欠
損した骨を示す。１４２は、欠損した部分を示す。
（Ｂ）において、１４３の点線は、欠損した骨１４１に
対して、欠損のない状態の骨を示す。（Ｃ）において
は、１４４の点線は、欠損のない骨１４３の対向する骨
をで示す。なお、図１４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に示す
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13
画像は、図示しないコンピュータの表示装置上に表示す
ることができる。
【００８５】欠損のある骨をＣＴスキャンし、スキャン
した画像データに基づいて、立体画像データ、すなわち
三次元データを得る。その三次元データにより、図１４
（Ａ）に示すように、欠損のある骨が画面上に表示され
る。
【００８６】コンピュータの操作者は、表示された画像
に、欠損のない骨、すなわち元の状態の骨の形状データ
をコンピュータ上に生成する。その生成の方法は、画面
上でマウス等のポインティングデバイスを用いて複数の
点の位置を指定しながら、形状を特定していくことで形
状データが生成される。生成された形状は、図１３
（Ｂ）に示すように、１４３の点線で表示される。
【００８７】次に、欠損部の当たる骨、すなわち対向す
る骨の形状データを生成して画面上に重畳表示する。図
１４（Ｃ）では、１４４の点線で表示されている。な
お、対向する骨の形状データは、欠損のある骨の三次元
データを生成したように、ＣＴスキャン等によって得る
ようにしてもよい。
【００８８】従って、患者の欠損部に補充する人工骨の
形状を高い精度で、迅速に加工することが可能となる。
【００８９】以上の処理を、図１５により説明する。図
１５は、欠損のある骨の欠損部の人工骨を製造するため
の加工データを出力するまでの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【００９０】まず、Ｓ１５１において、画像診断装置に
より、欠損した骨の三次元データを生成し、画面上に表
示する（図１４（Ａ））。続いて、Ｓ１５２で、コンピ
ュータの操作者は、欠損前の理想とする骨の画像データ
を生成し、画面上に重畳表示する（図１４（Ｂ））。さ
らに、続いて、Ｓ１５３において、欠損した骨に対向す
る、すなわち繋がる骨の画像データを生成し、画面上に
重畳表示する（図１４（Ｃ））。
【００９１】操作者は、対向した骨と、欠損部を補充し
た骨の繋がり具合を確認、すなわち、欠損部の良否を判
断する。繋がり具合が悪ければ、Ｓ１５４でＮＯとな
り、Ｓ１５３に戻り、再度欠損前の骨の画像データの生
成の処理をして、欠損部の形状の最適化を行う。Ｓ１５
４でＹＥＳとなると、欠損部の画像データを生成する
（Ｓ１５５）。これは、欠損前の画像データと欠損した
骨の画像データの差分を取ることによって生成すること
ができる。そして、生成された欠損部の画像データを、
加工装置への加工用データとして、各種メモリにストア
したり、通信回線により送信等するために出力する（Ｓ
１５６）。
【００９２】以上のように、患者からから得られた三次
元画像データを基に、人工骨を容易に加工できるという
面で、医療処置を補助することができる。
【００９３】以上説明したように、本発明の医療処置補
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助装置によれば、処置対象の位置が容易に把握できるの
で、種々の医療処置において適用することができる。特
に、手術等において、処置対象の位置等を明確に示すの
で、手術をナビゲートする装置としても利用することも
できる。
【００９４】なお、以上説明した実施の形態に係る構成
から、次の付記に示す構成に特徴がある。
【００９５】［付記項］
（１）被検体の観察画像信号を得るための観察部と少な
くとも先端の位置を検出するための第１の位置検出用手
段とを備えた第１の挿入部を有する内視鏡と、第２の挿
入部を有し、該第２の挿入部の挿入位置の検出をするた
めの第２の位置検出用手段を備えた第１の挿入具と、前
記第１および第２の位置検出用手段からの位置情報に基
づいて、前記内視鏡の先端と前記第２の挿入部の位置関
係を求める第１の演算手段と、前記観察画像信号に基い
て得られる内視鏡画像に、前記第１の演算手段の演算結
果に基いて前記第２の挿入部の挿入位置を画像として合
成して表示出力する合成手段と、を備えたことを特徴と
する医療処置補助装置。
【００９６】（２）第３の挿入部を有し、該第３の挿入
部の挿入位置の検出をするための第３の位置検出用手段
を備えた第２の挿入具と、前記第２および第３の位置検
出用手段からの位置情報に基づいて、前記第２の挿入部
と前記第３の挿入部の位置関係を求める第２の演算手段
と、を更に有し、前記合成手段は、前記第２の演算手段
の演算結果に基いて、前記第２の挿入部の表示状態を変
更する、ことを特徴とする付記項（１）記載の医療処置
補助装置。
【００９７】（３）エネルギー処置具を有する挿入部を
有し、該挿入部の挿入位置の検出をするための位置検出
用手段を備えた挿入具と、予め設定された三次元データ
と、前記位置検出用手段からの位置情報に基いて、前記
エネルギー処置具へのエネルギー供給を制御する制御手
段と有することを特徴とする医療処置補助装置。
【００９８】（４）少なくとも１つの第１位置検出手段
を有する体内に挿入される内視鏡と、少なくとも１つの
第２位置検出手段を有する体内に挿入されるプローブ
と、少なくとも１つの第３位置検出手段を有し、内視鏡
視野内に挿入される器具と、第１、第２位置検出手段よ
り互いの位置関係を演算する第１の演算手段と、第１の
演算結果よりプローブの位置を内視鏡画像に合成、表示
する手段と、第２、第３位置検出手段より互いの位置関
係を演算する第２の演算手段と、第２の演算結果に応じ
て、内視鏡画像上のプローブ画像の表示内容を変化させ
る手段からなるナビゲーションシステム。
【００９９】（５）先端位置を検出する手段を有する器
具と、器具の先端位置を第１の座標に構築する手段と、
予め行われる画像診断より被検体の処置範囲を第２の座
標に構築し、記憶する手段と、第２の座標を呼び出し、
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第１の座標との相対位置を演算する手段と、演算結果を
術者に告知する手段とからなる、ナビゲーションシステ
ム。
【０１００】（６）前記器具に接続されたエネルギー供
給手段と、該エネルギー供給手段は前述の演算結果を取
り込む手段と、取り込まれた演算結果に応じてエネルギ
ーの供給を制御する手段とを有するエネルギー供給手段
を含む、付記項（５）に記載のナビゲーションシステ
ム。
【０１０１】（７）一部が欠損した骨の欠損部分を３次
元データで構築する工程と、欠損部位に対向する骨部の
３次元データを構築する工程と、前述した２つの３次元
データを重畳し、欠損部分のデータを最適化する工程
と、最適化されたデータを基に人工骨を加工する工程
と、からなる人工骨加工方法。
【０１０２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の医療処置
補助装置によれば、医療処置において、処置対象の位置
が容易に把握でき、医療処置を円滑に行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る医療処置補助装置を用いて行われ
る手術の例を説明するための説明図である。
【図２】本発明に係る医療処置補助装置の一例を示すブ
ロック構成図である。
【図３】医療処置補助装置のモニタに表示される画面表
示例を示す図である。
【図４】医療処置補助装置のモニタに表示される画面表
示例を示す図である。
【図５】本発明に係る医療処置補助装置を用いて行われ
る手術の例を説明するための説明図である。
【図６】医療処置補助装置のモニタに表示される画面表
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示例を示す図である。
【図７】本発明に係る医療処置補助装置を用いて行われ
る手術の例を説明するための説明図である。
【図８】サージカルマージンと切除の関係を説明するた
めの説明図である。
【図９】処置具とサージカルマージンの位置関係を説明
するための説明図である。
【図１０】処置具とサージカルマージンの位置関係を説
明するための説明図である。
【図１１】処置具へのエネルギー出力の制御処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図１２】医療処置補助装置のモニタに表示される画面
表示例を示す。
【図１３】欠損部の骨の加工処理の大まかな処置の流れ
を示すフローチャートである。
【図１４】欠損部に対応した人口骨の加工を説明するた
めの説明図である。
【図１５】欠損部の骨の加工処理の具体的な処置の流れ
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１、７１・・・医療処置補助装置
２、７２・・・内視鏡
３、４、４５、４６、５２、５３、７４、９３、１１３
・・・鉗子
５・・・プローブ
１０、１１、４３、４４・・・プローブ挿入部
７、３２、８１・・・内視鏡画像処理装置
１３、２１、７８・・・演算装置
５１・・・内視鏡挿入部
５４・・・経膣プローブ
７５・・・電源
７７・・・スイッチ

【図１】 【図３】
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【図１３】

【図１５】
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疗目标的位置并且顺利地进行医疗。 解决方案：医疗辅助设备包括：第
一观察部分（22），用于获得对象的观察图像信号;以及第一位置检测部
分（23），用于检测至少远端的位置具有第一插入位置的插入部分的内
窥镜，具有用于检测第二插入部分的插入位置的第二插入部分的第二位
置检测装置（24），第一计算装置（29），用于根据来自第一和第二位
置检测装置的位置信息获得内窥镜远端和第一插入部分之间的位置关
系，观察图像并且组合装置（33）用于基于第一计算装置的计算结果将
第二插入部分的插入位置组合为图像，并显示和输出基于该信号获得的
内窥镜图像。
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